
 

白老町新型インフルエンザ等対策行動計画（案）の概要

【ﾎﾟｲﾝﾄ】　　○ 新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策特別措置法（平成24年法律第31号。以下「特措法」という。）に基づく行動計画(対象は新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等<特措法第2条第1項に規定する新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ及び新感染症>）

    ○ 特措法で新たに盛り込まれた各種の措置の運用等を記載。従来の行動計画（平成21年？月）との主な変更点は次のとおり。

・新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等緊急事態宣言がされている場合に、北海道知事が行う不要不急の外出自粛等の要請等の根拠が法律で規定されたこと。

・対象に新感染症を加えたこと。

・指定地方公共機関の役割、基本的人権の尊重、対策実施の記録の作成・保管について、新たに規定したこと。

発生に備えた準備

★特措置法に基づく「新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策行動計画」の策定 (国・道・町）

☆市町村の行動計画、指定地方公共機関の業務計画の策定支援 （国）

・業務継続計画策定、ﾏﾆｭｱﾙの整備 (国・道・町）

☆鳥類、豚のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ情報収集、人のｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの流行状況把握等 （国・道）

・発生時の地域の医療体制確保のための協議、確認 （国・道）

・国内での感染拡大に備え、抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬を備蓄 （国・道）

★町が行う住民接種の体制の構築（町）、国が行う特定接種の対象者登録に協力（道・町）

国内・道内発生に備えた医療体制や相談体制等の整備
★「北海道新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策本部」（道）、「白老町新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策本部（任意）」の設置（町）

・「帰国者・接触者外来」、「帰国者・接触者相談ｾﾝﾀｰ」を設置 （道）

・患者・入院患者の全数把握体制の開始（ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽの強化） （国・道）

・患者への対応(入院措置等）や濃厚感染者への対応（外出自粛要請等）の準備 （道）

・北海道や町に「新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等相談窓口」等を設置し、住民からの問い合わせに対応 （道・町）

★新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策の業務に従事する者に対する特定接種の実施

(国：登録事業者、国家公務員対象、　道・町：地方公務員を対象）

まん延防止対策の準備と実施

・相談窓口体制、住民等への情報提供体制の強化（道・町）

・医療機関、医療従事者への情報提供の実施（国・道・町）

≪緊急事態宣言がされた場合≫

★白老町新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策本部の設置（町）

積極的なまん延防止対策の実施

・患者の入院措置、濃厚接触者への外出自粛要請等を実施（道）

・学校・保育施設等の臨時休業等を要請 （道）

・患者の全数把握、学校等での集団発生の把握を強化（国・道）

★町による住民接種を開始（ﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸﾜｸﾁﾝの供給が開始次第（町）

≪緊急事態宣言がされた場合≫

☆不要不急の外出自粛（道） ☆ 学校等の施設の使用制限（道）

被害軽減を主目的とした対策に移行
・専門家の意見を踏まえ、国と協議の上で地域感染期への移行を決定、周知（道）

・一般の医療機関での診療に切り替え（「帰国者・接触者外来」の廃止）（道）

・患者の入院勧告及び全数把握を中止（軽症者は自宅療養、重症者は入院）（国・道）

・必要に応じて、道の備蓄する抗ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽ薬を放出（道）

≪緊急事態宣言がされた場合≫

☆臨時の医療施設の設置（道） ☆緊急物資の運送（国・道）

☆物資の受け渡しの要請（道） ☆生活関連物資の価格の安定（国・道・町）

流行の第二波に備えた準備

・対策に関する評価を行い、計画等の見直しを実施 （国・道・町）

★道対策本部、町対策本部等の廃止 (道・町）

★住民に対する予防接種の実施 (町）

注：★のついた対策は、町の計画に新たに追加された事項

☆ のついた対策は、国・道の計画に新たに追加された事項

　　　　　　　　　≪小　康　期≫
 患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態
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　　　　≪道・町内感染期≫

 北海道内で患者の接種歴が疫学調査
で追うことのできなくなった状態

　　≪海外発生期≫

 いずれかの都道府県で
患者が発生したが、全て
の患者の接種歴が疫学調
査で追うことのできる状態
(都道府県で状況は異なる）

　≪国内感染期≫
 いずれかの都道府県で患者の
接種歴が疫学調査で追うことの
できなくなった状態(都道府県で
状況は異なる）

国　内 北 海 道

　　　　　　　　　　≪未発生期≫
 海外を含め、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等が発生していない状態

　　　　　　　　　　≪海外発生期≫
 海外で新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等が発生し、国内では発生して
いない状態

　　　　　　≪道・町内未発生期≫

 北海道内で新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等の患者
が発生していない状態

　　　　　≪道・町内発生早期≫

 北海道内で患者が発生したが、患者の
接種歴が疫学調査で追うことのできる状
態
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